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本審査基準書の位置づけ 

本審査基準は、田原市（以下「市」という。）が「田原市多世代交流施設（市民プール等）

整備・管理運営事業」（以下「本事業」という。）を実施する民間事業者（以下「事業者」

という。）を選定するにあたり、最も優れた提案者を選定するための手順、方法、評価基準

等を示したものであり、募集要項等と一体のものとして扱うものとする。 

 

 

第１ 審査の概要   

１ 審査方法 

事業者選定の方法は公募型プロポーザル方式とする。 

審査は、応募者の資格・実績といった事業遂行能力を確認する「資格審査」と、資格審

査を通過した応募者の提案内容を審査する「提案審査」の２段階に分けて実施する。 

なお、応募者が１グループのみであっても、本事業公募が成立することとし、審査及び

選定は行う。 

２ 選定委員会の設置 

市は、提案内容の審査に関して、提案内容を公平、かつ公正に審査するため、田原市多

世代交流施設（市民プール等）整備・管理運営事業選定委員会（以下「選定委員会」とい

う。）を設置する。選定委員会は、提案内容に対して評価を行い、優先交渉権者及び次点

交渉権者を選定し、市に答申を行う。市は、選定委員会の答申を踏まえ、優先交渉権者及

び次点交渉権者を決定し、優先交渉権者との契約交渉及び契約手続を行う。 

なお、選定委員会の委員と提案者との間に利害関係が生じないよう、提案者から委員

への故意（不正行為目的）の接触を防止するため、委員名については審査講評と併せて 

公表する。 

３ 選定委員会の運営 

所管課長は、委員会の委員と提案者との間の利害関係等の情報を得た場合は、利害関

係等の有無について、委員会の審査開始前等に委員からの聴き取り等により確認するこ

ととする。 

また、優先交渉権者の選定終了までの間に、提案者から委員に対して故意の接触があ

った場合は、委員は所管課長へ通報することとし、当該提案者を選定対象から除外する

ものとする。 

なお、委員が不正行為を行った場合は、委員を解任することとし、提案者の不正行為等

が認められた場合は、その後の委員会の運営を継続することについて問題がないか確認

を行い、適正な審査の継続が不可能と判断した場合は、改めて委員の補充等の対応を図

ることとする。 
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４ 審査全体の流れ 

審査及び選定の手順は、次に示すとおりとする。 

なお、資格審査における審査は、提案審査のための事業提案書を提出できる有資格者

を選定するためのものであり、資格審査の結果は提案審査に影響しない。 

また、応募者数に関わらず、審査の結果により優先交渉権者及び次点交渉権者を選定

しない場合がある。 

 

■審査及び選定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

資格審査 

応募者が備えるべき資格としては以下の事項を確認する 
・応募者が備えるべき応募資格要件の具備の有無 
・応募者の構成等の適切性 
・本事業と同種業務の実績 等 

Yes    

失 格 No 

提案審査 

提案価格の確認 提案上限額を上回る   No 失 格 

Yes 

提案審査 

①基礎審査：基礎要件の審査 
・要求水準を満たすための必要な事業計画が示されている
こと 

・提案内容の信頼性があること（実績等による裏付や具体
的な実施方法が示されているか） 

・提案価格の根拠が明確であること 
・本事業と同種業務の実績 等 Yes 

②価格審査 
⇒ 応募者の提案価格を用いて得点化し、「価格点」を算出

する 

③技術審査（提案内容の審査） 
⇒ 提案の優秀性を評価し、「技術点」を算出する 

総合評価 

「総合評価点」＝「価格点」＋「技術点」 
 

・最高得点者 ＝ 優先交渉権者 
・次点得点者 ＝ 次点交渉権者 

失 格 No 
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第２ 資格審査  

応募者の構成企業が、募集要項に示す応募資格の要件を満たしているかどうかを審査す

る。１項目でも要件の未達項目があれば失格とする。 

また、本事業に対する基本的な考え方及び事業者の実施体制について審査を行い、市の

要求を満たさないと評価された場合、応募者は提案審査に参加することはできない。 
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第３ 提案審査 

提案審査では、資格審査により資格があると認められた者の提案内容に関する定性的事

項及び提案価格に基づく定量的事項に基づいて、総合的な評価を行う。 

１ 提案資料の確認 

市は、提出された提案資料を確認し、様式集に記載した提案書類がすべて提出されて

いるかを確認する。提案資料に不備がある場合は、失格とする。 

２ 提案審査の内容 

（１）提案価格の確認 

市は、提案書に記載された提案価格が、市が設定した本事業の提案上限価格以下で

あることの確認を行う。提案価格が提案上限価格を超える場合は失格とする。 

（２）提案審査 

① 基礎審査 

市は、提案内容が要求水準を満たしているかどうかについて、提案書類への記載

事項を確認し、提案内容が要求水準を充足する妥当な方法、内容であると確認され

る場合には適格とし、要求水準を充足していないと確認される場合には失格とする。 

ただし、その内容が軽微で意図したものではなく、かつ、提案内容及び提案価格

に大きな影響を及ぼすものでなく、かつ、当該内容のみにより失格とすることは却

って公平性を欠くと認められる場合には、当該提案を行った応募者に対して応募希

望を確認し、当該応募者が提案価格の変更を行わずに当該箇所について要求水準を

満たさせることを条件に、当該応募者を失格としないことがある。 

また、要求水準を満たしているか否かについて、提案内容からは客観的に読み取

れない場合には、市は、別途、当該提案を行った応募者に直接確認することがある。 

なお、市による上記確認は、当該応募者の提案についての要求水準違反を免除な

いし受容するものではない。 

② 価格審査 

市は、応募者の提案価格を用いて得点化し、「価格点」を算出する。 

③ 技術審査 

選定委員会は、応募者によるプレゼンテーションとヒアリングを実施した上で、

別紙に示す審査項目一覧（審査の視点、審査項目及び配点）に基づき、提案内容に

おいて要求水準以上の具体的かつ優れた提案がなされている内容について審査を行

い、「技術点」を算出する。 
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３ 提案内容の位置づけ 

本事業は PFI に準じた事業であることから、審査時点では設計が完了していない。そ

のため、設計業務が完了した後に、施設の仕様、設計内容、建設業務等の具体的内容が決

定されることになるが、提案内容は、本事業の契約上の拘束力を有することに留意する

こと。 

なお、複数の応募者間で資料の提供を受けていたと市が判断した場合は、当該応募者

を失格とすることがある。 

（１）審査項目に基づく審査の扱い 

審査項目に基づく審査については、要求水準以上の提案が具体的に行われている内

容に対して得点が付与される「加算点評価」を行う。 

原則として、優先交渉権者の提案内容が本事業における業務水準となり、優先交渉

権者は提案内容に拘束されるが、市は、優先交渉権者との間で協議のうえ、諸事情を

考慮し、提案内容のうち要求水準以上の提案について、その一部又は全部を要求水準

とはしないと決定することができ、優先交渉権者は市の決定に拘束されることに留意

すること。 

（２）選定委員会の意見の扱い 

プレゼンテーションの質疑応答において、事業者が確約した事項については、基本

的に契約履行上の義務として取り扱うものとする。 

４ 提案評価に関する基本的な考え方 

（１）基礎審査による要求水準の達成確認 

市は、提案内容が要求水準を満たしているかどうかを、主に提案様式集の「要求水

準チェックリスト」に基づいて、提案書類への記載事項を確認する。 

提案内容が要求水準を充足する内容であると確認できる場合に、要求水準を達成し

ているものとして判断する。なお、応募者は、提案書提出時に、「募集要項等に関する

誓約書」及び「要求水準チェックリスト」を提出し、事業実施時に市が要求する要求

水準を満たすことを確認し、誓約しなければならない。 

（２）提案価格及び事業提案書の審査 

① 評価方法 

提案価格及び提案書の審査は、選定委員会において、提案価格に基づく「価格点」

と、提案内容審査結果に基づく「技術点」の合算により、「総合評価点」を算出し、

総合的に評価を行う方法とする。 

配点は、「価格点」200 点、「技術点」800 点の計 1,000 点満点とする。 

② 提案価格に基づく審査（「価格点」の算出） 

本事業に係る「価格点」の算出は、応募者の本事業に係る対価を用いて得点化す
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ることとし、200 点満点として、次の式のとおり算定する。 

なお、得点は少数点第３位を四捨五入して求める。 

■「価格点」の算定式 

「価格点」 ＝ 200 点（価格点配点） × 最安提案価格 ／ 提案価格 

 

③ 技術審査 

選定委員会は、別紙に示す審査項目（審査項目、審査の視点、配点）に基づき、

提案内容において要求水準以上の具体的かつ優れた提案がなされている内容につい

て審査を行う。 

なお、審査項目の「審査の視点」は例であり、これ以外の提案がなされ、選定委

員がその提案を評価すべきものと認めた場合には、関連する審査項目の評価対象と

する。 

審査は原則として、文章や表における記載内容を中心に行う。提示を求める設計

図等は、主として提案書に記載されている内容の妥当性、実現性や各記載事項間に

おける整合性等の確認に用いる。 

各審査項目の得点は、選定委員が審査項目ごとに、当該提案内容について、以下

の５つの評価ランクに応じた評価点を採点する。 

得点は少数点第３位を四捨五入して求め、審査項目ごとに採点した評価点を合計

し、「技術点」を算出する。 

■採点基準と得点化方法 

評価 採点基準 得点化方法 

Ａ 各審査項目に関して、提案内容が特に優れている 配点×1.00 

Ｂ 各審査項目に関して、提案内容が優れている 配点×0.75 

Ｃ 各審査項目に関して、提案内容がやや優れている 配点×0.50 

Ｄ 
各審査項目に関して、提案内容に優れている点が

あまり認められない 
配点×0.25 

Ｅ 
各審査項目に関して、提案内容が要求水準を満た

す程度 
配点×0.00 

   

別紙に示す技術評価に基づく審査項目は、全ての応募者が提案すべき必須項目と

し、１項目でも提案がない応募者は失格とする。 

また、技術点が 400 点未満の場合も失格とする。  
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第４ 優先交渉権者の決定 

１ 優先交渉権者の決定 

選定委員会は、提案審査の価格審査により算出した価格点と技術審査により算出した

技術点を合計した総合評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定するとともに、次

に得点の高い者を次点交渉権者として選定する。 

ただし、最優秀提案者が複数いるとき（総合評価点が同点の提案が２つ以上あった場

合）は、技術点が最も高い者を優先交渉権者とする。なお、技術点も同点の場合は、選定

員の協議により優先交渉権者及び次点交渉権者を選定する。 

市は、選定委員会の審査結果を踏まえ、優先交渉権者を決定する。 

２ 結果及び評価の公表 

優先交渉権者の選定結果は、各応募者の代表企業に通知する。なお、審査の経過やその

内容に関しての問い合わせには応じない。 

審査結果のうち、優先交渉権者として特定した者とその評価結果は市ホームページに

より公表する。公表については、優先交渉権者以外の業者名は記号化する。また、次点交

渉権者が優先交渉権者となった場合は、その時点で次点者の評価結果（提案者名及び評

価点数の合計）を市ホームページにより公表する。 
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別紙 審査項目一覧 

１ 事業実施に関する事項 

審査項目 
審査の視点 配点 様式 

中項目 小項目 

事業の取組

方針及び事

業の業務体

制 

取組方針 
①本事業の目的を十分に把握し、適切な取組方針が

具体的に示されているか。 
30 5-1 

業務体制 

①事業を長期間安定的に実施するための実施体制

（構成員の役割・責任分担、バックアップ体制、

人員配置等）、セルフモニタリング計画等につい

て、具体的な提案がされているか。 

10 5-2 

事業計画 

資金調達計画 

①資金調達の安定化方策、事業の安定性確保策、キ

ャッシュフロー不足への対応策等について、実行

可能な方策が提案されているか。 

10 
5-3-1 

5-3-2 

収支計画 

①利用者需要予測の妥当性、利用料金収入の算定根

拠の具体性、需要変動又は利用料収入の変動に対

する対応の適切性等、収入計画として実現性の高

い提案がされているか。 20 5-4 

②施設整備期間、維持管理・運営期間の各期間の計

画で整合が取れており、安定的なものになってい

るか。 

各種リスク

への対応 
リスク管理計画 

①効果的なリスク管理体制の構築の提案がされて

いるか。 10 5-5 

②リスク緩和措置の提案があるか。 

計 80  

 

２ 施設整備に関する事項 

審査項目 
審査の視点 配点 様式 

中項目 小項目 

施設整備方

針の適切性 

施設整備コンセ

プト 

①６つの整備方針を十分に理解し、多世代交流を促

す効率的かつ効果的な優れた提案がされている

か。 

20 5-6 

施設配置・

外部計画の

適切性 

配置・外構計画 

①周辺の住民及び環境に配慮した配置・外構計画が

提案されているか。 

②施設の利便性、利用者の安全性等を考慮した施設

配置、アプローチ動線、駐車場計画が提案されて

いるか。 

30 5-7 

建築デザイ

ン 

景観及び外観デ

ザイン 

①周辺景観と調和した魅力的な外観デザイン及び

植栽計画が提案がされているか。 
20 5-8 

内部デザイン 
①明るく開放感があり、親しみのある、優れたデザ

イン提案がされているか。 
10 5-9 
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審査項目 
審査の視点 配点 様式 

中項目 小項目 

施設計画の

有効性 

ゾーニング・動

線計画 

①施設全体のゾーン区分、動線計画、諸室配置が適

切で、優れた提案となっているか。 

45 5-10 
②利用料金が発生するエリアと発生しないエリア

との別、児童・生徒動線との別とともに、利用者

にとってわかりやすく、安心して利用できる優れ

た提案がされているか。 

プール（更衣室、

シャワー等を含

む） 

①プール内のゾーン区分、動線計画、諸室配置が適

切で、優れた提案となっているか。 

50 5-11 

②諸室や共用部等のデザイン、什器・備品選定にお

いて、工夫がみられるか。 

③小学生から高齢者までが楽しく利用でき、利用促

進につながる魅力的な多目的プールの提案がさ

れているか。 

④親子が楽しく利用でき、利用促進につながる魅力

的な幼児用プールの提案がされているか。 

⑤学校プール授業を円滑に実施し、水泳教育を一層

充実させるための施設計画について、具体的かつ

優れた提案がされているか。 

温浴施設 

①温浴施設内のゾーン区分、動線計画、諸室配置が

適切で、優れた提案となっているか。 

35 5-12 
②温浴施設内のデザイン、什器・備品選定において、

工夫がみられるか。 

③楽しく利用でき、利用促進につながる施設計画に

ついて優れた提案がされているか。 

子育て応援施設 

①子育て応援施設内のゾーン区分、動線計画、諸室

配置、セキュリティ対策が適切で、優れた提案と

なっているか。 

30 5-13 

②子連れの相談者が落ち着いて利用できるととも

に、親子が気軽に過ごすことのできる施設内のデ

ザイン、什器・備品選定について、優れた提案が

されているか。 

③キッズスペースについて、親子が楽しく利用で

き、利用促進につながる優れた提案がされている

か。 

スタジオ・トレ

ーニング室 

①スタジオ・トレーニング室のゾーン区分、動線計

画、諸室配置について、優れた提案となっている

か。 

20 5-14 ②諸室のデザイン、什器・備品選定において、工夫

がみられるか。 

③利用促進につながる施設・備品計画について優れ

た提案がされているか。 
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審査項目 
審査の視点 配点 様式 

中項目 小項目 

エントランスホ

ール 

①多世代の利用者が休息でき、交流しやすい提案が

されているか。 

②利用促進につながる施設計画について優れた提

案がされているか。 

25 5-15 

安全性・ユニバ

ーサルデザイン 

①子どもから高齢者・障がい者・多様な性にとって

も安全・安心かつ快適に利用できる優れた提案が

されているか。バリアフリーやユニバーサルデザ

インを意識した優れた提案がされているか。 

10 5-16 

構造、防犯・

防災性 

構造及び耐震化

への配慮 

①十分な耐震性能の確保とともに、非構造部材・設

備の耐久性の確保、災害発生時の被害軽減策につ

いて、優れた提案がされているか。 

10 5-17 

防犯・防災性へ

の配慮 

①通常時の防犯・安全性の配慮及び災害時の利用者

に対する安全確保策について、優れた提案がされ

ているか。 

10 5-18 

環境性、保

全・経済性 

環境への配慮 

①「たはらゼロカーボンシティ」の実現に向け、長

期的に環境負荷を低減する方策について、優れた

提案がされているか。 

15 5-19 ②施設整備期間中の建設廃棄物の適正処理や排出

低減、建設資材の再資源化、リサイクル材の活用

等、地球環境への配慮について、優れた提案がさ

れているか。 

保全性・経済性

への配慮 

①本施設を 30 年間に渡り使用するため、ライフサ

イクルコストの最適化に考慮した施設の長寿命

化につながる設備選定や施設整備について、優れ

た提案がされているか。 
40 5-20 

②光熱水費の削減等の財政負担軽減策について、優

れた提案がされているか。 

健康 健康への配慮 
①健康増進や高齢者の介護予防の促進に向けた施

設・諸室について、優れた提案がされているか。 
20 5-21 

施工計画 
工事の安全性・

工期順守 

①現実的で安全性を確保した適切な工程計画およ

び施工計画が提案されているか。 
10 5-22 

工事監理 
工事監理業務全

般 

①工事監理業務に関する具体的な提案がされてい

るか。 
10 5-23 

計 410  
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３ 運営に関する事項 

審査項目 
審査の視点 配点 様式 

中項目 小項目 

運営業務 

運営業務の取組

方針及び業務体

制 

①本事業の目的を十分に理解し、運営業務に適切な

取組方針が具体的に示されているか。 

50 5-24 

②維持管理・運営に必要な人材確保、教育訓練等の

平時の運営体制、並びに、事故やクレーム、災害

発生等の非常時に迅速に対応するための体制に

ついて、具体かつ優れた提案がされているか。 

③安全確保策について、優れた提案がされている

か。 

運営条件 

①利用促進に繋がる適切なサービスの提供、効率的

な施設運営を可能とする運営条件（利用料金（回

数券やセット券、会員制、月額制等））について、

より良い提案がされているか。 

10 

5-25-1 

5-25-2 

5-25-3 

5-25-4 

5-25-5 

総合管理業務 

①予約受付、受付、受付対応、料金支払い方法等、

利用者目線の提案がされているか。 

15 5-26 
②効果的でわかりやすく、利用促進につながる情報

発信の提案がされているか。 

③その他特筆すべき点、優れた提案がされている

か。 

各諸室の運営業

務 

①市内外、幅広い年齢層からの利用促進について、

優れた提案がされているか。 

40 5-27 

②屋内温水プール及び温浴施設の衛生管理や水質

管理の工夫について、優れた提案がされている

か。 

③スタジオ・トレーニングルーム・音楽スタジオに

ついて、若者から中高年までが利用しやすい設備

（防音含む）や利用方法等に関する優れた提案が

されているか。 

学校利用に関す

る運営業務 

①学校プール授業を円滑に実施するための運営体

制等について、具体的かつ優れた提案がされてい

るか。 

40 
5-28-1 

5-28-2 
②水泳教育を一層充実させめための指導内容につ

いて、具体的かつ優れた提案がされているか。 

③運営提案について、妥当な金額が設定されている

か。 

その他運営業務 
①その他特筆すべき点、優れた提案がされている

か。 
10 5-29 

多世代交流を促

す工夫 

①多世代の市民及び来訪者が集い、交流することに

よる賑わい創出の実現に資する運営計画につい

て優れた提案がされているか。 

10 5-30 

計 175  
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４ 維持管理に関する事項 

審査項目 
審査の視点 配点 様式 

中項目 小項目 

維持管理業

務 

維持管理業務の

取組方針及び業

務体制 

①本事業の目的を十分に理解し、維持管理業務に適

切な取組方針が具体的に示されているか。 
20 5-31 

維持管理業務 

①施設内を常に利用者が衛生的かつ快適に利用で

きるよう、安全面、衛生面、快適性に対する配慮

策について、優れた提案がされているか。 

30 5-32 ②施設の長寿命化につながる保守点検業務につい

て、優れた提案がされているか。 

③その他特筆すべき点、優れた提案がされている

か。 

修繕・更新業務 

①ライフサイクルコストの最適化に考慮した施設

の長寿命化につながる保守点検・修繕計画等につ

いて、優れた提案されているか。 

30 
5-33-1 

5-33-2 

計 80  

５ 自主事業に関する事項 

審査項目 
審査の視点 配点 様式 

中項目 小項目 

事業実施に

関する事項 

事 業 の 取 組 内

容、取組方針及

び事業の業務体

制 

①自主事業が利用者の満足度や利便性を高め、稼働

率の向上に資することのできる優れた提案がさ

れているか。 

30 

5-34-1 

5-34-2 

5-34-3 

②健康増進や高齢者の介護予防等の促進に向けた

運営プログラムの実施等について、優れた提案が

されているか。 

③事業を長期間安定的に実施するための実施体制

（構成員の役割・責任分担、バックアップ体制、

人員配置等）、リスク管理体制、セルフモニタリ

ング計画等について、具体的な提案がされている

か。 

事業収益の還元

方策 

①当初期待した以上の事業収益を享受できた場合

の市あるいは市民に還元する方策について、優れ

た提案がされているか。 

5 5-35 

事業計画の安定

性及び確実性 

①事業の安定性確保策、キャッシュフロー不足への

対応策等について、実行可能な方策が提案されて

いるか。 

10 
5-36-1 

5-36-2 

計 45  
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６ その他に関する事項 

審査項目 
審査の視点 配点 様式 

中項目 小項目 

地域社会・

経済への配

慮 

地域社会・経済

への配慮 

①地域社会への貢献（地域向けイベントの開催、災

害発生時の対応等）の提案がされているか。 
10 5-37 

②地域経済への貢献（地元雇用等）の提案がされて

いるか。 

計 10  

 


